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「医薬品安定供給体制緊急整備事業」に係る実施事業者の公募について 

標記について，令和 7 年 1 月 9 日付け事務連絡にて厚生労働省 医政局 医薬
産業振興・医療情報企画課より通知がありました． 
つきましては，本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく，ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます． 



事 務 連 絡 

令和７年１月９日 

 

日本製薬団体連合会 御中 

 

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 

 

 

「医薬品安定供給体制緊急整備事業」に係る実施事業者の公募について 

 

平素より、医薬品等の安定供給の確保に御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

 厚生労働省においては、医療上の必要性の高い医薬品の増産等に必要な人件費及び設備整

備の補助を行い、製造体制の強化を図ることで、現下の医薬品の供給不安状態を改善し、医

療上必要性の高い医薬品の安定供給を確保するため、「医薬品安定供給体制緊急整備事業」

を実施することといたしました。 

 ついては、以下の内容で実施事業者の公募を行いますので、貴管下関係団体及び関係会員

に対して周知方お願いいたします。 

 

記 

 

１．事業内容 

（１）安定供給体制確保のための設備整備事業 

 現在供給停止や限定出荷状態等となっている医療上必要性の高い医薬品について、そ

の供給不安の解消に向けた増産又は製造再開に係る生産計画を策定して申請をした製造

業者等に対し、当該生産計画の実施に当たって必要な製造設備の整備を行う。 

（２）安定供給体制確保のための人的体制整備事業 

  医療上の必要性が高いにもかかわらず、感染症等の拡大に伴い供給不安を引き起こして

いる医薬品の増産等に現に注力している企業のうち、さらに国からの増産要請を受けて対

応する企業への人件費の支援を行う。 

 

２．補助金交付について 

（１）補助率 

  設備整備事業及び人的体制整備事業ともに１／２（国１／２、事業者１／２） 

 

（２）補助基準額 

  ①設備整備事業   上限 ２億４，８００万円  

②人的体制整備事業 上限 １億９，０００万円 

 



（３）採択予定件数 

  予算の範囲内において、設備整備事業及び人的体制整備事業の合計で１５～２０件程度 

 

（４）補助対象経費 

①設備整備事業 

・設備整備費 

 対象となる医薬品（詳細は公募要領をご確認ください）の増産に必要な設備購入費 

・付帯工事費 

  購入した設備を設置するために必要な工事費（必要最低限のものに限る） 

  ②人的体制整備事業 

・人件費 

対象となる医薬品（詳細は公募要領をご確認ください）の増産のために製造設備を稼

働させるのに追加で必要となる人件費（賃金（基本給）、時間外労働手当等） 

 

（５）応募方法等詳細 

   公募要領を厚生労働省ホームページにおいて公表しておりますので、以下の URL

をご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48834.html 

 

以上 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48834.html
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